
仕 様 書 

１ 件  名 令和 8年度広報まつどの印刷（単価契約） 

２ 発行日等  毎月1日（12回）、15日（12回）発行 計 年24回 
8㌻×12回＝（4色カラー×12回） 
12 ㌻×12回＝（4色カラー×12回） 

※8㌻（４色カラー）＝1･4･5･8㌻は４色カラー、他は2色（スミ＋特色）

12 ㌻（４色カラー）＝1･6・7・12㌻は４色カラー、他は 2色（スミ＋特色）

３ 発行予定部数  １２９，９００部／回 

４ サ イ ズ  タブロイド判 

５ 用  紙 以下の項目を全て満たした用紙であること。 

（１）古紙配合率70％以上の非塗工紙 
（２）白色度 70％以上 
（３）D巻57kg  
（４）グリーン購入法における総合評価値が80以上 
（５）写真やイラスト等画像を多用するため、その画質等を損なわな

い紙質

（６）市場に安定的に流通しており、容易に入手できる製品

※製紙メーカーによる品質証明書（製品名および上記（１）～（４）

を証するもの）を提出すること

６ イ ン ク  環境に配慮した植物由来の油を含有したインクを使用していること 

７ データ形式  DTP で編集しているため、以下のシステムと同じ、もしくは互換性

があるシステムを印刷業者が備えていることが必要である。 

●使用OS＝mac OS
●使用ソフト

（1）InDesign Creative Cloud（基本レイアウト）

（2）Illustrator Creative Cloud（イラスト・タイトルの作成）

（3）PhotoShop Creative Cloud（画像処理・修正やタイトル作成） 
（4）Acrobat XI以降

●使用フォント

株式会社モリサワ提供の「Morisawa Fontsスタンダードプラン」

で使用できるユニバーサルデザインフォント 



※上記以外のフォントを使用する場合は、市と協議の上で決定す

ること。 

 
８ 入  稿  別に指示する編集委託業者より、通信にてデータを入稿。 

        色校正を本機本紙校正（別紙、日程表による）で行う。 

        ※打ち出した原稿と、別に指示する編集委託業者から渡した原稿と

の突き合わせを必ず行うこと。 

         ※色校正は、別に指示する編集委託業者に20部、広報広聴課に30 
部を持参すること。 

 

９ 印刷工程  別紙日程表のとおり 

 

10 納品・配送   松戸市指定の場所とする。 

①松戸市役所広報広聴課のほか、各新聞販売店、各支所、各市民セ

ンター等、配送一覧表で指定する場所。 

②納品・配送は、発行日の前々日とする。ただし、特別の場合は市

の指示に従うこと（最優先の配送先がある場合、個別に指示する）。 

③配送先の施設が休館日の場合は、翌日とする。 

④新聞店へ配送する広報の一番上に、「新聞折込日」を明記したあ

て紙を添付すること。あて紙については、事前に広報広聴課へ確

認すること。 

⑤広報郵送分（約 300 部）を市が用意する封筒に袋詰めし、市が

用意する宛名シールを貼付して広報広聴課へ納品する。 

⑥駅・スーパー・コンビニ・郵便局宅配分はそれぞれ配送先ごとに

梱包し、市が用意する宛名シールを貼付して、市の指定する場所

に配送する。また、個人宅配分（約 15,000 部）を市の指定する

場所に配送する。 

 

11 個人情報の保護 個人情報の保護管理体制を確立し、担当従業員に徹底させ、情報の

漏えい等の事故がないようにすること。 

  個人情報の保護については、「個人情報の保護に関する法律」、「個

人情報の取扱に関する特記事項」（別添）を遵守すること。 

 

12 そ の 他   発行ページ数及び回数は見込みとなる。この仕様書にない事項につ 

いては、その都度、広報広聴課と協議し、了解の上決定すること。

また、本業務を、全て受託事業社内で完結できること（第三者への 

委託は認めない）。 

 



 
個人情報の取扱に関する特記事項 

 
（秘密保持） 

第1条  乙は､個人情報を適正に管理し、甲の事前の書面による承諾なしに、第三者に 

    開示又は提供してはならない。 

2.  乙は、本業務に従事する従業員以外の者に、個人情報を取扱わせてはならない。 

3.  乙は、本業務に従事する従業員に対し、その在職中及びその退職後においても、 

  個人情報を適正に管理するよう義務づけるものとする。 

 

（目的外使用の禁止） 

第2条  乙は､個人情報を本業務遂行以外のいかなる目的にも使用してはならない。 

 

（複写・複製の禁止） 

第3条  乙は､甲の事前の書面による承諾を得ることなしに、個人情報を複写、複製し 

    てはならない。 

 

（個人情報の管理） 

第4条  乙は､個人情報を取り扱うにあたり、個人情報の紛失、破壊、改竄、漏洩等の 

    リスクに対し、合理的な安全対策を講じなければならない。 

2.  甲は、随時、乙における個人情報の管理状況を調査することができる。 

3.  甲が、個人情報の管理方法について乙に改善を申し入れた場合、乙はこれに従わな 

  ければならない。 

 

（事故） 

第5条  乙は個人情報の紛失、破壊、改竄、漏洩等の事故が発生したときは、当該事 

    故の発生原因の如何にかかわらず、直ちにその旨を甲に報告し、甲の指示に 

    従って直ちに応急措置を講じるものとする。  

  2.  乙は前項の措置を講じた後、直ちに当該事故及び応急措置の内容並びに事故再 

    発防止策を書面により甲に報告しなければならない。 

3.  第 1 項の事故が乙の本覚書の違反に起因する場合において、甲が新聞未購読世帯 

  等から損害賠償請求その他の請求を受けたときは、甲は乙に対し、その解決のた 

  めに要した費用（損害賠償金を含む。）を求償することができる。なお、当該求 

  償権の行使は、甲の乙に対する損害賠償請求権の行使を妨げるものではない。 

4.  第 1 項の事故が乙の本覚書の違反に起因する場合は、乙は、当該事故の拡大防止 

  及び収拾のために必要な措置について、甲の指示に従うものとする。 



日 程 表 

 

期  日 作業行程 

発行日の８日前 出稿 

発行日の７日前 色校正 

発行日の６日前 校了 

 印刷 

発行日の２日前 納品（新聞店・市役所等） 

  

発行日 発行 

 

※原則上記の日程とします。 

※出稿から納品までは土・日曜日、祝日等を除いて数えています。 

※発行日が新聞休刊日の場合、納品日が 1 日早まります。 
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単 価 構 成 比 率 
 

 

 

品 名 規 格 （ 仕 様 ） 予 定 数 量 構 成 比 率  

広 報 ま つ ど １２頁・４色＋２色 129,900部×12回 60.177％ 

広 報 ま つ ど ８頁・４色＋２色 129,900部×12回 39.823％ 

合 計 ２品目 

 

100％ 

 

※なお、単価算出において銭未満の端数を生じた場合は、松戸市がその調整をするものとする。 



  
新年度の入札（単価契約）における注意事項について 

 
 
●入札は原則、電子入札システムで執行するため、電子入札の準備が間に合わない等で、やむを得

ず紙入札での参加を希望する場合は、「紙入札参加方式届出書」を入札参加申込書類一式と一緒

に提出して下さい。 
  
●入札日時等 
  電子入札システムで送付する「競争参加資格確認通知書」でお知らせします。 
 
●入札書提出 
 ・入札金額は、単価の合計額（税抜き）となります。入力内容を十分に確認し提出して下さい。 

 
●単価の内訳 

単価の内訳については、【単価構成比率】の構成比率に基づいて契約単価を決定します。貴社

様で入札金額（単価の合計）が決まりましたら構成比率を掛けて、契約単価の算出をお願いしま

す（単価算出において円未満の端数が生じた場合は、契約課で調整させていただきますのでご了

承ください。）。 
 
●契約条件 
・入札後令和８年度の予算の確定が契約成立の条件となります。  
※令和８年３月議会で予算案が可決され、同年４月１日を迎えて効力が発生します。 

 
●契約期間 

契約締結日から納入期日までとなります。 
※４月上旬に第１回目の納品予定がある場合があります。契約予定者となった場合は速やかに 
事業担当課へお問い合わせ下さい。 

 
◎契約条件、書類の記入方法等のご質問・お問い合わせについては 
契約課 山田・景山 まで ℡０４７－３６６－１１５１（直通） 

 
◎商品の仕様についてのご質問・お問い合わせについては 
（担当課）広報広聴課 久保 まで ℡０４７―３６６－１１１１（内線）２３５１ 
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